
- 1 -

〇
経
済
産
業
省
令
第
四
十
一
号

鉱
山
保
安
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
鉱
業
上
使
用
す
る

工
作
物
等
の
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

経
済
産
業
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

新
藤

義
考

鉱
業
上
使
用
す
る
工
作
物
等
の
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

鉱
業
上
使
用
す
る
工
作
物
等
の
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
六
年
経
済
産
業
省
令
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前
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（
鉱
害
の
防
止
）

（
鉱
害
の
防
止
）

第
五
条

鉱
山
等
に
設
置
さ
れ
る
施
設
が
鉱
害
の
防
止
の

第
五
条

鉱
山
等
に
設
置
さ
れ
る
施
設
が
鉱
害
の
防
止
の

た
め
に
満
た
す
べ
き
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

た
め
に
満
た
す
べ
き
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

［
略
］

一
～
三

［
略
］

三
の
二

水
銀
排
出
施
設
の
排
出
口
か
ら
大
気
中
に
排

三
の
二

水
銀
排
出
施
設
の
排
出
口
か
ら
大
気
中
に
排

出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
水
銀
等
の
量
（
以
下

出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
水
銀
等
の
量
（
以
下

「
水
銀
濃
度
」
と
い
う
。
）
は
、
大
気
汚
染
防
止
法

「
水
銀
濃
度
」
と
い
う
。
）
は
、
大
気
汚
染
防
止
法

第
十
八
条
の
二
十
七
の
排
出
基
準
に
適
合
し
て
い
る

第
十
八
条
の
二
十
二
の
排
出
基
準
に
適
合
し
て
い
る

こ
と
。

こ
と
。

三
の
三

前
号
の
水
銀
濃
度
の
測
定
方
法
は
、
大
気
汚

三
の
三

前
号
の
水
銀
濃
度
の
測
定
方
法
は
、
大
気
汚

染
防
止
法
施
行
規
則
第
十
六
条
の
十
九
第
一
号
の
測

染
防
止
法
施
行
規
則
第
十
六
条
の
十
二
第
一
号
の
測

定
方
法
に
よ
る
こ
と
。

定
方
法
に
よ
る
こ
と
。

四
～
十

［
略
］

四
～
十

［
略
］
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十
一

水
質
汚
濁
防
止
法
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定

十
一

水
質
汚
濁
防
止
法
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
指
定
地
域
及
び
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
第

す
る
指
定
地
域
及
び
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
第

二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
量
削
減
指
定
地
域

二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
量
削
減
指
定
地
域

に
お
い
て
、
水
質
汚
濁
防
止
法
第
二
条
第
二
項
に
規

又
は
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十

定
す
る
特
定
施
設
に
該
当
す
る
施
設
を
設
置
す
る
鉱

八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

山
等
で
あ
っ
て
同
法
第
四
条
の
五
第
一
項
の
環
境
省

区
域
に
お
い
て
、
水
質
汚
濁
防
止
法
第
二
条
第
二
項

令
で
定
め
る
規
模
以
上
の
も
の
（
以
下
「
特
定
坑
廃

に
規
定
す
る
特
定
施
設
に
該
当
す
る
施
設
を
設
置
す

水
鉱
山
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
公
共
用
水
域
に
排
出

る
鉱
山
等
で
あ
っ
て
同
法
第
四
条
の
五
第
一
項
の
環

す
る
坑
水
又
は
廃
水
に
係
る
同
法
第
四
条
の
二
第
一

境
省
令
で
定
め
る
規
模
以
上
の
も
の
（
以
下
「
特
定

項
及
び
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
第
二
十
三
条
第

坑
廃
水
鉱
山
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
公
共
用
水
域
に

一
項
に
規
定
す
る
汚
濁
負
荷
量
は
、
そ
れ
ぞ
れ
水
質

排
出
す
る
坑
水
又
は
廃
水
に
係
る
同
法
第
四
条
の
二

汚
濁
防
止
法
第
四
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
項
の
基

第
一
項
及
び
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
第
二
十
三

準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

条
第
一
項
に
規
定
す
る
汚
濁
負
荷
量
は
、
そ
れ
ぞ
れ
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水
質
汚
濁
防
止
法
第
四
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
又
は
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
第
十
二

条
の
三
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

十
二
～
二
十

［
略
］

十
二
～
二
十

［
略
］

二
十
一

海
洋
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
油
は
、
海
洋
汚

二
十
一

海
洋
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
油
は
、
海
洋
汚

染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令

染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
第
十
条
に
定

（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
第
十
条
に
定

め
る
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
（
掘
削
バ
ー
ジ
に
あ

め
る
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
（
掘
削
バ
ー
ジ
に
あ

っ
て
は
、
同
令
第
一
条
の
九
第
二
項
に
規
定
す
る
排

っ
て
は
、
同
令
第
一
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
排

出
基
準
）
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の

出
基
準
）
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
油
の
排
出
に

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
油
の
排
出
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ
・
ロ

［
略
］

イ
・
ロ

［
略
］
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二
十
二

［
略
］

二
十
二

［
略
］

（
規
制
基
準
等
の
変
更
に
係
る
経
過
措
置
）

（
規
制
基
準
等
の
変
更
に
係
る
経
過
措
置
）

第
六
条

［
略
］

第
六
条

［
略
］

２

［
略
］

２

［
略
］

３

前
条
第
十
一
号
の
規
定
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行

３

前
条
第
十
一
号
の
規
定
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行

令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
第
一
条
若

令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
第
一
条
若

し
く
は
第
四
条
の
二
、
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
施

し
く
は
第
四
条
の
二
、
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置

行
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
五
条
、
湖

法
施
行
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
三
百
二
十
七
号
）

沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
指
定

第
二
条
若
し
く
は
第
三
条
、
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置

湖
沼
を
定
め
る
政
令
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
（

法
施
行
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
五
条

昭
和
四
十
六
年
総
理
府
、
通
商
産
業
省
令
第
二
号
）
第

、
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の

一
条
の
四
の
改
正
又
は
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
第

指
定
湖
沼
を
定
め
る
政
令
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
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三
条
第
二
項
の
指
定
地
域
の
指
定
若
し
く
は
そ
の
変
更

則
（
昭
和
四
十
六
年
総
理
府
、
通
商
産
業
省
令
第
二
号

に
よ
り
新
た
に
特
定
坑
廃
水
鉱
山
等
と
な
っ
た
鉱
山
等

）
第
一
条
の
四
の
改
正
又
は
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置

に
つ
い
て
は
、
当
該
鉱
山
等
が
特
定
坑
廃
水
鉱
山
等
と

法
第
三
条
第
二
項
の
指
定
地
域
の
指
定
若
し
く
は
そ
の

な
っ
た
日
か
ら
六
月
間
は
、
適
用
し
な
い
。

変
更
に
よ
り
新
た
に
特
定
坑
廃
水
鉱
山
等
と
な
っ
た
鉱

山
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
鉱
山
等
が
特
定
坑
廃
水
鉱
山

等
と
な
っ
た
日
か
ら
六
月
間
は
、
適
用
し
な
い
。

４

［
略
］

４

［
略
］

（
掘
削
バ
ー
ジ
）

（
掘
削
バ
ー
ジ
）

第
十
八
条

［
略
］

第
十
八
条

［
略
］

２
～
６

［
略
］

２
～
６

［
略
］

７

掘
削
バ
ー
ジ
が
鉱
害
の
防
止
の
た
め
に
満
た
す
べ
き

７

掘
削
バ
ー
ジ
が
鉱
害
の
防
止
の
た
め
に
満
た
す
べ
き

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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一

［
略
］

一

［
略
］

二

掘
削
バ
ー
ジ
の
防
汚
方
法
（
被
覆
、
塗
料
、
表
面

二

掘
削
バ
ー
ジ
の
防
汚
方
法
（
被
覆
、
塗
料
、
表
面

処
理
若
し
く
は
装
置
を
用
い
て
掘
削
バ
ー
ジ
へ
の
生

処
理
若
し
く
は
装
置
を
用
い
て
掘
削
バ
ー
ジ
へ
の
生

物
の
付
着
を
抑
制
し
又
は
防
止
す
る
方
法
を
い
う
。

物
の
付
着
を
抑
制
し
又
は
防
止
す
る
方
法
を
い
う
。

）
に
お
い
て
は
、
塗
料
が
十
分
に
乾
燥
し
た
状
態
に

）
に
お
い
て
は
、
塗
料
が
十
分
に
乾
燥
し
た
状
態
に

お
け
る
ス
ズ
の
含
有
率
が
〇
・
二
五
質
量
百
分
率
を

お
け
る
ス
ズ
の
含
有
率
が
〇
・
二
五
質
量
百
分
率
を

超
え
る
有
機
ス
ズ
化
合
物
又
は
シ
ブ
ト
リ
ン
を
使
用

超
え
る
有
機
ス
ズ
化
合
物
を
使
用
し
て
い
な
い
こ
と

し
て
い
な
い
こ
と
。

。

三

［
略
］

三

［
略
］

四

掘
削
バ
ー
ジ
に
お
い
て
使
用
す
る
燃
料
油
は
、
硫

四

掘
削
バ
ー
ジ
に
お
い
て
使
用
す
る
燃
料
油
は
、
硫

黄
の
含
有
率
が
〇
・
五
質
量
百
分
率
を
超
え
な
い
も

黄
の
含
有
率
が
三
・
五
質
量
百
分
率
を
超
え
な
い
も

の
で
あ
り
、
か
つ
、
無
機
酸
を
含
ま
な
い
こ
と
。

の
で
あ
り
、
か
つ
、
無
機
酸
を
含
ま
な
い
こ
と
。

五

［
略
］

五

［
略
］
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８

［
略
］

８

［
略
］

（
坑
内
に
お
け
る
燃
料
油
貯
蔵
所
及
び
燃
料
給
油
所
）

（
坑
内
に
お
け
る
燃
料
油
貯
蔵
所
及
び
燃
料
給
油
所
）

第
三
十
五
条

［
略
］

第
三
十
五
条

［
略
］

２

燃
料
油
貯
蔵
所
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

２

燃
料
油
貯
蔵
所
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

。

。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］

三

貯
蔵
の
方
法
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

三

貯
蔵
の
方
法
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

貯
蔵
量
が
二
百
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
貯
蔵
タ
ン
ク

イ

貯
蔵
量
が
二
百
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
貯
蔵
タ
ン
ク

は
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
一
六
〇
一
（
鋼
製
タ
イ
ト

は
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
一
六
〇
一
（
液
体
用
鋼
製

ヘ
ッ
ド
ド
ラ
ム
）
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と

ド
ラ
ム
）
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以

同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
容
器
で
あ
る
こ
と
。

上
の
性
能
を
有
す
る
容
器
で
あ
る
こ
と
。

ロ

［
略
］

ロ

［
略
］
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３

［
略
］

３

［
略
］

（
火
薬
類
取
扱
所
）

（
火
薬
類
取
扱
所
）

第
四
十
条

［
略
］

第
四
十
条

［
略
］

２

坑
外
の
火
薬
類
取
扱
所
に
お
い
て
は
、
次
の
と
お
り

２

坑
外
の
火
薬
類
取
扱
所
に
お
い
て
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
略
］

二

火
薬
類
取
扱
所
の
建
物
の
構
造
は
、
次
に
よ
る
こ

二

火
薬
類
取
扱
所
の
建
物
の
構
造
は
、
次
に
よ
る
こ

と
。

と
。

イ

火
薬
類
を
存
置
す
る
と
き
に
見
張
人
を
常
時
配

イ

火
薬
類
を
存
置
す
る
と
き
に
見
張
人
を
常
時
配

置
し
、
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
措
置
を
講
ず
る

置
す
る
場
合
を
除
き
、
平
家
建
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

場
合
を
除
き
、
平
家
建
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

ー
ト
造
り
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
り
又
は

り
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
り
又
は
こ
れ
と

こ
れ
と
同
等
程
度
に
盗
難
及
び
火
災
を
防
止
す
る
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同
等
程
度
に
盗
難
及
び
火
災
を
防
止
す
る
こ
と
が

こ
と
が
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ロ

［
略
］

ロ

［
略
］

ハ

建
物
の
入
口
の
扉
は
、
火
薬
類
を
存
置
す
る
と

ハ

建
物
の
入
口
の
扉
は
、
火
薬
類
を
存
置
す
る
と

き
に
見
張
人
を
常
時
配
置
し
、
又
は
こ
れ
と
同
等

き
に
見
張
人
を
常
時
配
置
す
る
場
合
を
除
き
、
そ

以
上
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
外
面

の
外
面
に
適
当
な
厚
さ
の
鉄
板
を
張
っ
た
も
の
と

に
適
当
な
厚
さ
の
鉄
板
を
張
っ
た
も
の
と
し
、
か

し
、
か
つ
、
錠
を
使
用
す
る
等
の
盗
難
防
止
の
措

つ
、
錠
を
使
用
す
る
等
の
盗
難
防
止
の
措
置
が
講

置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ

［
略
］

ニ

［
略
］

三
～
七

［
略
］

三
～
七

［
略
］

八

火
薬
類
の
盗
難
を
防
止
す
る
た
め
、
火
薬
類
を
存

八

火
薬
類
の
盗
難
を
防
止
す
る
た
め
、
火
薬
類
を
存

置
す
る
と
き
に
見
張
人
を
常
時
配
置
し
、
又
は
こ
れ

置
す
る
と
き
に
見
張
人
を
常
時
配
置
す
る
場
合
を
除
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と
同
等
以
上
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
を
除
き
、
適
切

き
、
適
切
な
警
鳴
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

な
警
鳴
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

九

［
略
］

九

［
略
］

３

坑
内
の
火
薬
類
取
扱
所
に
お
い
て
は
、
前
項
第
二
号

３

坑
内
の
火
薬
類
取
扱
所
に
お
い
て
は
、
前
項
第
二
号

ハ
及
び
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ

ハ
及
び
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ

か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
六

［
略
］

一
～
六

［
略
］

七

坑
口
の
付
近
に
設
置
さ
れ
た
坑
内
の
火
薬
類
取
扱

七

坑
口
の
付
近
に
設
置
さ
れ
た
坑
内
の
火
薬
類
取
扱

所
に
は
、
火
薬
類
の
盗
難
を
防
止
す
る
た
め
、
火
薬

所
に
は
、
火
薬
類
の
盗
難
を
防
止
す
る
た
め
、
火
薬

類
を
存
置
す
る
と
き
に
見
張
人
を
常
時
配
置
し
、
又

類
を
存
置
す
る
と
き
に
見
張
人
を
常
時
配
置
す
る
場

は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
を
除
き

合
を
除
き
、
適
切
な
警
鳴
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る

、
適
切
な
警
鳴
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

こ
と
。

４
・
５

［
略
］

４
・
５

［
略
］
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備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


